
本
号
で
公
布
さ
れ
た
条
例
の
あ
ら
ま
し 

  
埼
玉
県
特
別
県
営
住
宅
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
埼
玉
県
条
例
第
四
十
九
号
）
（
住
宅

課
） 

一 

趣
旨 

 

特
別
県
営
シ
ラ
コ
バ
ト
住
宅
に
居
住
す
る
自
主
避
難
者
が
今
後
も
住
み
続
け
る
こ
と
が
で
き

る
よ
う
に
す
る
た
め
、
シ
ラ
コ
バ
ト
住
宅
の
入
居
要
件
を
緩
和
す
る
も
の 

二 

内
容 

 

自
主
避
難
者
の
う
ち
、
低
所
得
者
や
六
十
歳
未
満
の
単
身
者
も
入
居
で
き
る
よ
う
、
主
に
次

の
要
件
を
撤
廃
す
る
。 

 

㈠ 

収
入
要
件 

 

㈡ 

同
居
親
族
要
件 

三 

施
行
期
日 

 
 

公
布
の
日 


